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〇電子申請が可能な届出

１．被保険者資格取得届
２．被保険者資格喪失届
３．被扶養者異動届
４．被保険者報酬月額算定基礎届
５．被保険者報酬月額変更届
６．被保険者賞与支払届
７．産前産後休業取得者申出書（変更・終了）
８．育児休業等取得者申出書（新規・延⾧）
９．産前産後休業終了時報酬月額変更届
10．育児休業等終了時報酬月額変更届

〇電子申請を使った届出

①事業主や社労士は、マイナポータルへの申請機能を有した人事・給与シス
テムを活用して、健保に提出する関連手続きを電子申請します。

②事業主等からの申請は、申請データへの電子署名またはＧビズＩＤによる資
格情報確認により申請者の確認を行います。

③健保は、事業主等から送信された申請データを健保に設置する端末又はク
ラウドサービスからダウンロードします。

④健保は事務処理後、届出に対する決定結果を送信します。

⑤事業主等は、届出の状況や決定結果をマイナポータルで確認します。
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健康保険 被保険者資格取得届（職員やパートなど採用した場合）

■正・副２通作成して下さい。

■健保事務担当者確認欄は、必ず事業所の担当者が☑するようお願いします。

① 被保険者番号は記入しないで下さい。健保組合が記入します。
特定適用事業所の短時間労働者である場合、☑して下さい。

②③④⑤ 取得者の氏名ﾌﾘｶﾞﾅ及び生年月日、年齢、性別を記入して下さい。

⑥ 取得年月日を記入して下さい。資格取得日は、使用関係が実際に発生した日、（特定適
用事業所の場合、短時間労働者の要件に該当した日）辞令年月日などです。

⑦ 個人番号を記載して下さい。「副」（控）には記載する必要はありません。

⑧ 報酬月額は、同様の職種や年齢の方の報酬を参考に㋐金銭・㋑現物に分けて記入し、
㋒合計についても記入して下さい。

⑨ 標準報酬月額は、「保険料額一覧表」（P41）を参考に記入して下さい。

⑩ 取得者に「被扶養者」がいれば「有」に☑、いなければ「無」に☑を付けて下さい。

⑪ 備考欄は取得する理由について、当てはまるものに☑を付けて下さい。
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○健保組合が記載した被保険者番号を確認して下さい。

○確認通知書に記載された人数と保険証の交付枚数が合っているか確認して下さい。
また、保険証の記載内容についても誤りがないか確認して下さい。

（取得要件）

健康保険に適用されている事業所に使用されている人は、本人の意思に関わらず、原則として
全て被保険者となります。

使用されている人が正規の場合はもちろん、パート・臨時・嘱託等の身分に関わりなく、労務の
対償として賃金が支払われ、かつ就労日数（時間）が正規雇用者の「３／４以上」であれば被保険
者となります。
ただし、次に該当する場合は被保険者とはなりません。①2ヶ月以内の期間を定め臨時雇用され
た人、②日々雇い入れられる人、③季節的に4ヶ月以内の期間を定めて使用される人、④後期高
齢者医療制度の被保険者である人、等々。

（短時間労働者）

就労日数（時間）が正規雇用の３／４未満の短時間労働者については、次の①から⑤全てに当て
はまる場合、健康保険の被保険者資格を取得します。
①週の所定労働時間が20時間以上
②賃金（月額）が８８,０００円（年収106万円）以上
③学生でないこと
④従業員が101人以上の特定適用事業所に使用されていること
ただし、101人未満の事業所であっても労使合意があれば被保険者資格を取得できます。

（継続再雇用）

６０歳以上の方で継続再雇用される職員は健康保険を再取得することができます。必ずしも再取
得が義務化されているものではありません。（再取得を希望しない場合は、従前の資格を継続しま
す。）
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健康保険 給付金振込依頼書（新規・変更・受領委任・公金受取口座） （健保から振り込まれる給付金の口座登録）

■新規・変更、受領委任、公金受取口座いずれかに☑し、被保険者１人につき１部作
成して下さい。

① 新規の場合、被保険者番号は記入しないで下さい。健保組合が記入します。

②③④⑤ 新規または変更する方の氏名ﾌﾘｶﾞﾅ及び生年月日、年齢、性別を記
入して下さい。

⑥ 希望する金融機関の名称および本支店名、普通・当座の別、口座番号を記載し
て下 さい。金融機関コードは事業所のご担当者様が記載して下さい。

⑦ この欄は事業主への委任状となります。事業所において記載願います。事業所
の口座名義および本支店名、普通・当座の別、口座番号、金融機関コードを記載
して下さい。（事業主の押印は不要です。）被保険者の署名は直筆でお願い
します。

⑧ マイナポータル等で事前登録した公金受取口座の登録を希望する場合、☑して
下さい。（次ページを参照して下さい。）

■確認欄は必ず被保険者が☑を付けて下さい。
■県内JA又は信連以外の金融機関の口座も登録できます。
■健保事務担当者確認欄は、必ず事業所の担当者が☑するようお願いします。
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マイナポータル等で事前登録した預貯金口座を保険給付金の振込先として活用できます（公金受取口座登録制度）

〇公金受取口座登録制度の概要

公金受取口座登録制度は、国民が金融機関に保有する預貯金
口座について、一人一口座、給付金等の受取のための口座として、
国（デジタル庁）に任意に登録する制度です。
預貯金口座の情報をマイナンバーとともに事前に国（デジタル庁）
に登録することにより、児童手当や年金等の公的給付に加え今後
の緊急時の給付金等の申請において、行政機関における手続きや
口座情報の確認作業が不要となります。

この度、公金受取口座登録制度が始まったことにより、健康保険
の保険給付金についても、公金受取口座を活用できることとなりま
した。

〇公金受取口座を活用できる保険給付金

①本人・家族療養費
②本人・家族療養費（治療用装具）
③傷病手当金
④出産手当金
⑤本人・家族出産育児一時金
⑥本人・家族埋葬料
⑦本人・家族高額療養費（世帯合算・多数該当含む）
⑧一部負担還元金・付加給付

⑦⑧については、支給申請の必要がないため、右の「保険給付
金振込依頼書」において、公金受取口座を登録する旨、健保まで
提出願います。
なお、公金受取口座の活用を希望されない場合、従来より健保に
登録されている口座へ振り込みいたします。
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健康保険 被保険者資格証明書 （保険証の交付手続き中のため保険証が手元にないとき）

■資格証明書は、事業主の証明で交付できます。正・副２通作成のうえ、 「副」は健康保険
組合に送付して下さい。

① 被保険者証の記号・番号および資格取得日を記入して下さい。
取得日および番号は健保組合に問い合わせ下さい。

②③ 被保険者の氏名ﾌﾘｶﾞﾅ及び生年月日、年齢、性別を記入して下さい。

④ 証明書発行理由は、印字されています。異なる理由のときは追記して下さい。

⑤ 被扶養者欄についても、記号・番号を記入して下さい。認定日は健康保険組合に問い
合わせ下さい。

⑥⑦ 被扶養者の氏名ﾌﾘｶﾞﾅ及び生年月日、年齢、性別を記入して下さい。

⑧ 証明書発行理由は、印字されています。異なる理由のときは追記して下さい。

（注意事項）

「被保険者資格証明書」を発行するときは、次のことに注意して下さい。

①証明書の有効期限は、発行日から５日以内です。
②有効期間内に「保険証」が発行された場合、「資格証明書」は健康保険組合まで返却して
下さい。
③「資格証明書」の（正）は、本人に渡し、（副）は健康保険組合の控えとして送付願います。
事業所の控えは（正）をコピーして下さい。
④有効期限がきましたら、速やかに（正）についても健康保険組合まで送付して下さい。
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健康保険 被保険者資格喪失届（職員が退職又は定年再雇用する場合など）

■正・副２通作成して下さい。

■健保事務担当者確認欄は、必ず事業所の担当者が☑するようお願いします。

① 被保険者番号を記入して下さい。

②③④⑤ 喪失者の氏名ﾌﾘｶﾞﾅ及び生年月日、年齢、性別を記入して下さい。

⑥ 退職時の標準報酬月額を記入して下さい。

⑦ 退職した日付を記入して下さい。（契約内容の変更により通常の職員の３／４未満となっ
た場合は記入不要です。）

⑧ 資格喪失日は、退職・死亡については、その日の翌日、転出（転籍・転勤）では異動辞令
の日付となります。転出（転籍・転勤）とは事業所の子会社等への出向転籍およびJA茨城
県厚生連では本所、協同病院間の異動をいいます。

⑨ 喪失する理由に当てはまるものに☑を付けて下さい。転出の場合、転出先の事業所名称
（略称可）を記入して下さい。

⑩⑪ 保険証の回収枚数を本人・家族に分けて記入して下さい。回収日についても記入して
下さい。なお、未回収枚数は健保組合が記入しますので事業所においては記入不要
です。

⑫ 被保険者または被扶養者の保険証が回収不能である場合記入して下さい。この場合、
別途「被保険者証回収不能届」（P.7）を提出して下さい。

⑬ 資格喪失後の健康保険等について、当てはまる項目に☑を付けて下さい。
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○保険証を回収できていない被保険者がいる場合、引き続き回収に努めて下さい。

○２回以上の督促（文書での督促）に応じない場合、回収の見込みなしとし回収不能届を提出して
下さい。

○確認通知書に記載された喪失者が次の健康保険へ加入する際、証明書等が必要な場合、当組
合まで申し出て下さい。

（喪失要件）

被保険者が退職または死亡、あるいは転籍（転勤）となった場合や契約変更により通常の職員
の３／４未満になった場合など、資格喪失します。資格喪失日は、退職または死亡日の翌日の
日付、転籍（転勤）の場合には辞令日となります。
また、喪失届に添付する書類は次のとおりです。
①「健康保険被保険者証」（本人・家族）→交付枚数すべて
②「限度額適用認定証」・「高齢受給者証」等
③「健康保険被保険者証回収不能届」（上記①②が回収不能（紛失）の場合）

（任意継続被保険者）P.１９を参照して下さい。

継続して2ヶ月以上被保険者だった者は、本人の希望により引き続き2年間任意で健康保険を継
続できます。資格喪失日から20日以内の手続きが必要となります。保険証は保険料が振り込まれ
てから交付となります。

（再雇用）

６０歳以上の方で継続再雇用される職員は健康保険を喪失し再取得することができます。必ずし
も喪失が義務化されているものではありません。
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健康保険 被保険者証回収不能届（資格喪失者の保険証等が回収できない場合）

■資格喪失した被保険者または被扶養者に交付した保険証が回収不能となった場合記入し
提出して下さい。

■健保事務担当者確認欄は、必ず事業所の担当者が☑するようお願いします。

① 被保険者証の番号を記入して下さい。

②③④ 被保険者であった者の氏名ﾌﾘｶﾞﾅ及び生年月日、年齢を記入して下さい。

⑤ 被保険者であった者の住所および連絡先（携帯）を記入して下さい。

⑥ 資格喪失年月日を記入して下さい。

⑦⑭ 回収不能となったものに☑を付けて下さい。

⑧ 督促方法を記入して下さい。（督促は2回以上実施して下さい。）

⑨ 督促の結果と返納できない理由等について記入して下さい。

⑩ 回収不能対象者が被扶養者であった者の場合記入して下さい。返納できない理由等は⑮
へ記入して下さい。

●督促状については、次ページの「記入例」を参考に作成して下さい。

（添付書類）

①督促した文書（次ページ参照）のコピー
②次ページの「別紙（理由書）」のコピー（提出がなければ添付不要）
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健康保険 被保険者証再交付申請書（保険証を紛失または記載事項の訂正の場合など）

■正・副２通作成して下さい。

■健保事務担当者確認欄は、必ず事業所の担当者が☑するようお願いします。

■確認欄は必ず被保険者が☑を付けて下さい。

①②③④⑤ 被保険者番号および氏名、生年月日、年齢、性別を記入して下さい。

⑥ 被保険者の再交付の場合、該当する理由に☑を付けて下さい。

⑦ ⑥の理由が滅失・き損の場合には、具体的な理由を記入して下さい。

⑧⑨ 氏名訂正（変更）または生年月日の訂正の場合、訂正後（変更後）と訂正前（変更前）を記入し
て下さい。

⑩～⑭ 再交付の対象者が被扶養者の場合に記入して下さい。

○保険証を滅失（紛失）した場合、届出にある始末書欄に氏名を自署し
して下さい。（捺印は不要です。）
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○き損（汚れ・割れた等）の場合、そのき損した保険証を添付して下さい。

○保険証の再交付を受けたら、保険証の記載事項について誤りがないか確認して下さい。

○保険証の再交付を受けた後に、紛失した古い保険証
がみつかった場合には、古い方を健康保険組合まで
返却して下さい。

○盗難等被害にあった場合には、速やかに警察に被害
届等の手続きをお取り下さい。
なお、この場合、申請書下段にある始末書欄への記
載は必要ありません。
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健康保険 被扶養者異動届（家族を被扶養者にする場合）

■正・副２通作成して下さい。
■健保事務担当者確認欄は、必ず事業所の担当者が☑するようお願いします。

①②③④⑤ 被保険者の保険証番号、氏名（ﾌﾘｶﾞﾅ）、生年月日、年齢、性別を記入して下さい。

⑥ 添付書類である「公的証明書」（「住民票」「課税・非課税証明書」等）の省略ができます。
省略を希望する際には、「扶養関係現況書」（P.13）に住所を記入して下さい。（番地は不要）

⑦⑧ 被保険者の資格取得日、標準報酬月額を記入して下さい。

⑨ 当該届出の作成者である被保険者が☑を付けて下さい。

⑩⑪ 該当（認定）の届出の場合は「１．該当」に〇を付け、扶養する家族の続柄を 記入 して下さい。

⑫⑬⑭⑮ 扶養する家族の氏名（ﾌﾘｶﾞﾅ）、生年月日、年齢、性別を記入して下さい。

⑯ 扶養する家族が被保険者と同居していれば「１」に〇、していなければ「２」に〇を付けて下さい。

⑰ 医療福祉制度（マル福または公費制度等）に該当していれば「１」に〇、していなければ「２」に〇
を付けて下さい

⑱⑲ 記入不要です。

⑳ 個人番号（マイナンバー）を記入して下さい。

１１



（添付書類）

・被扶養者該当の場合、次ページの「扶養関係現況書」を対象となる家族１人につき１枚作成して
下さい。

・被保険者との身分関係を証する書類として「住民票記載事項証明書」、対象となる家族の収入
状況を証する書類として「課税（非課税）証明書」等、公的証明書が必要となります。また、対象
となる家族の収入状況等に応じて、その他必要となる書類の提出を求める場合もあります。
詳細はP14～P15「被扶養者異動届に添付する証明書等一覧」をご確認下さい。

・公的証明書は個人番号による省略ができます。省略された場合、健保組合が当該情報を取得
することになります。ただし、対象者によっては省略できない場合もあります。

（被扶養者の認定要件）

・健康保険の扶養とは、税法上の扶養家族とは性質を異にします。健康保険では経済的扶養が
継続的にあることが前提となり、被保険者がその対象者の生活費の半分以上を常に賄えている
状況であることが重要となります。

・同居の場合、対象者の年間収入が１３０万円未満（６０歳以上または障害者の場合、１８０万円
未満）かつ被保険者の年収の２分の１未満であることが原則です。

・年間収入とは、給与（税金・社会保険料等、控除前の収入額）、年金・失業保険・傷病手当金・出
産手当金・不動産収入・家賃収入・農業収入・営業収入など、収入の種別を問いません。
詳細は、「健康保険組合の実務」をご参照下さい。

（別居する家族の認定）

別居（別世帯）の家族を被扶養者とする場合、公的証明書等の添付の他に、被保険者からの送
金事実と仕送り額について、次の①～③いずれかの書類を添付して下さい。

①仕送りが振込の場合・・・貯金通帳のコピー（認定対象者）
②仕送りが送金の場合・・・現金書留の控え（コピー含む）
③手渡しの場合・・・・・・・・・被保険者の貯金通帳のコピー（当該現金を引き出した事実の確認）

（例外）認定対象者が１６歳未満の場合は①～③の確認は省略します。また、１６歳以上でも学生
である場合、１６歳未満と同様に省略します。

１２



扶養関係現況書（認定対象者１人つき１部作成）

１３

申請（扶養）するに至った
理由に〇を付けて下さい

記入例



被扶養者異動届に添付する証明書等一覧

１４

次ページのＡ～Ｇ、その他を
参照してください
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○不該当の届出（削除）の場合、保険証を回収し添付して下さい。

①②③④⑤ 被保険者の保険証番号、氏名（ﾌﾘｶﾞﾅ）、生年月日、年齢、性別を記入して下さい。

⑥ 不該当の場合、「扶養関係現況書」（P.13）の提出は不要です。
なお、就職による不該当の場合、添付書類である保険証（新たな加入先）の
コピーが省略できます。省略を希望する 際には、「⑳個人番号」欄に個人番号
（マイナンバー）を 記入して下さい。

⑦⑧ 被保険者の資格取得日、標準報酬月額を記入して下さい。

⑨ 当該届出の作成者である被保険者が☑を付けて下さい。

⑩⑪ 不該当（認定）の届出の場合は「２．該当」に〇を付け、被扶養者の続柄を 記入 して下さい。

⑫⑬⑭⑮ 被扶養者の氏名(ﾌﾘｶﾞﾅ）、生年月日、年齢、性別を記入して下さい。

⑯ 被扶養者が被保険者と同居していれば「１」に〇、していなければ「２」に〇を付けて下さい。

⑰ 医療福祉制度（マル福または公費制度等）に該当していれば「１」に〇、していなければ「２」に
〇を付けて下さい

⑱ 記入不要です。

⑲ 不該当理由選択し、 〇を付けて下さい。死亡の場合、備考欄に死亡年月日を記入して下さい。

⑳ 個人番号（マイナンバー）の記入は不要です。（不該当理由が就職の場合は任意記入）

健康保険 被扶養者異動届（家族を被扶養者から削除する場合）

１６

■正・副２通作成して下さい。
■健保事務担当者確認欄は、必ず事業所の担当者が☑するようお願いします。



＜被扶養者の不該当（削除）要件＞

①就職等により他保険の被保険者となったとき

②被扶養者の年間収入が１３０万円（６０歳以上または障害者の場合、１８０万円未満）又は
被保険者の年収の２分の１を超過したとき

③失業保険の受給が始まったとき（日額が基準額を超過している場合）

④傷病手当金または出産手当金を受給しているとき（日額が基準額を超過している場合）

⑤被保険者との生計維持関係が消滅したとき

⑥死亡したとき

⑦被扶養者が子どもの場合、被保険者の年収より被保険者の配偶者の年収が多いとき
（配偶者の加入する健康保険組合へ加入手続きをお願いします。）

■被扶養者が就職した場合、加入先の保険証のコピーを添付していただいてまし
たが、削除する被扶養者の個人番号の記入があれば、添付を省略できます。
省略を希望されない場合には、コピーを添付して下さい。
ただし、加入先の保険による登録遅れ等により、保険証のコピーを依頼する場
合があります。

＜被扶養者資格の確認事務＞

・健康保険法施行規則第50条に規定されています。また、厚生労働省保険局長通知（平成16年
10月29日保保発第1029004号）においては、毎年実施することが求められています。

・被扶養者の確認事務では、既に認定された被扶養者の収入状況や被保険者や家族との生計
維持関係を確認し、被扶養者資格の最適化を図ります。

・確認事務の結果、被扶養者資格が認められない場合は、「被扶養者異動届」により不該当の申
出をしていただきます。

１７



健康保険 被保険者区分変更届（厚生年金保険加入者が１０１人以上の事業所）

○正・副２通作成して下さい。

〇健保事務担当者確認欄は、必ず事業所の担当者が☑するようお願いします。

①②③④⑤被保険者の健保番号、氏名、生年月日、年齢、性別を記入して下さい。

⑥区分の変更年月日を記入して下さい。

⑦変更後の区分、一般または短時間労働者に☑を付けて下さい。

（注意）算定基礎または随時改定の基礎日数に影響しますので、届出漏れのな
いようお願いします。
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任意継続被保険者資格取得申出書（退職後も健康保険を継続する場合）

■被保険者の住所・連絡先（日中の連絡先）は必ず記入して下さ い。(捺印は不要です。）
■任意継続被保険者の「保険証」は、保険料の入金が確認できしだい交付いたします。
なお、申請または保険料の納付が遅延した場合、次ページの理由書を提出して下さい。

■在職中の記号番号は、在職中に交付されていた保険証に記載されています。

① 被保険者が勤務していた事業所の名称と住所を記入して下さい。

② 被保険者の生年月日・年齢・性別を記入して下さい。

③ 被保険者が事業所を退職した日の翌日を記入して下さい。

④ 退職時の標準報酬月額を記入して下さい。（不明の場合、事業所または健康保険組合
にお問い合わせ下さい。）

⑤ 医療費が高額となった時など、保険給付金が発生した場合の振込先を記入して下さい。

⑥ 希望する保険料の納付期間の番号を記入して下さい。（「２」及び「３」は割引があります。）

⑦ 再就職の予定がある場合には、「有」に〇、無ければ「無」に〇を付けて下さい。

⑧ 被扶養者との同居または別居に〇を付けて下さい。被扶養者の氏名とフリガナを記入して下さい。

⑨⑩⑪ 被扶養者の生年月日・年齢・性別、続柄を記入して下さい。

⑫⑬ 職業と年収を記入して下さい。（年金・給与等すべての収入を記入して下さい。）

〇 当該届出の作成者である被保険者が☑を付けて下さい。

１９

〇保険料の納付案内はご自宅へ郵送しま
す。申請後、長期にわたりご自宅を不在に
する場合、必ず健康保険組合まで連絡して
下さい。



（遅延理由について）

○申請期限は、退職から２０日以内ですが、やむを得ない事情により２０日を過ぎる
場合などは、理由書に記入のうえ提出して下さい。
（やむを得ない事情とは、「入院」「天災・地変」などです。）

○遅延理由によっては、認められない場合もあります。

○保険料の納付についても、止む得ない事情による遅延のみ認められます。
遅延理由が認められない場合、資格取り消しまたは、滞納による資格喪失となり
ます。
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任意継続被保険者資格喪失申出書（就職等により健康保険を喪失する場合）

■被保険者の住所・連絡先は必ず記入して下さ い。（日中の連絡先）

■被保険者が資格喪失する場合、被扶養者も同時に資格喪失します。この場合、被扶養者
欄への記入は不要です。（被保険者欄は必ず記入して下さい。）

① 被保険者の氏名・フリガナを記入して下さい。

②③ 被保険者の生年月日・年齢・性別を記入して下さい。

④ 再就職した場合に記入して下さい。（就職先に採用された日を記入して下さい。）

⑤ 被保険者が死亡した場合、死亡日を記入します。

⑥ 後期高齢者に該当した場合に記入して下さい。

⑦ 被保険者本人の希望により資格喪失したい場合に記入して下さい。

⑧ 資格喪失にともない、被保険者証は無効になるので、健康保険組合まで返却して下さ
い。この届出に添付した枚数（本人・家族分の保険証）を記入して下さい。

⑨⑩⑪⑫⑬⑭ 被保険者が喪失する場合、被扶養者も同時に資格喪失します。
この場合にあっては被扶養者欄への記入は不要です。
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任意継続被保険者資格喪失届（家族のみ資格を削除する場合）

■被保険者の住所・連絡先は必ず記入して下さ い。（日中の連絡先）

■被扶養者（家族）のみが資格喪失（削除）する場合、被扶養者欄を記入して下さい。
（被保険者欄は記入不要です。）

①～⑧ 記入不要です。

⑨ 被扶養者との同居または別居に〇を付けて下さい。被扶養者の氏名を記入して下さい。

⑩⑪⑫ 被扶養者の生年月日および年齢、性別、続柄を記入して下さい。

⑬ 資格削除日は、就職であれば採用された日、死亡の場合は死亡日の翌日となります。
なお、死亡の場合、「埋葬料（費）支給申請書」も併せて提出します。

⑭ 添付「有」に〇を付け喪失する被扶養者の保険証を当該申出書一緒に送付して下さい。

○就職の場合は、保険証のコピーを添付して下さい。
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健康保険 産前産後休業取得者申出書（産前産後休業期間に保険料免除する場合）

① 被保険者番号を記入して下さい。

②③④ 被保険者の氏名ﾌﾘｶﾞﾅ及び生年月日、年齢を記入して下さい。

⑤⑥ 出産予定日を記入し単胎または多胎の別に〇を付けて下さい。

⑦ 標準報酬月額を記入して下さい。

⑧⑨ 出産予定日を基準に産前産後休業の開始日および終了日を記入して下さい。

⑩⑪ 出産後に当該申出する場合に記入して下さい。 （出産前の場合は記入不要です。）

⑫～⑯は、変更および終了する場合に記入します。（新規取得の場合は記入不要です。）

２３

■正・副２通作成して下さい。
■（新規・変更・終了）の「取得」に☑して下さい。
■健保事務担当者確認欄は、必ず事業所の担当者が☑するようお願いします。

取得(記入例）



①～⑨ 取得時に記入した情報を記入して下さい。（前ページ参照）

⑩⑪ 出生児の氏名および出産日を記入して下さい。

⑫ 取得時に記入した出産予定日に対し変更後の出産日を記入して下さい。

⑬ 単胎または多胎の別に〇を付けて下さい。

⑭ 変更後の出産日を基準に産前産後休業の開始日および終了日を記入して下さい。

○前ページで提出した「産前産後休業取得者申出書」（取得）で記入した
出産予定日に対し出産日が前後した場合、変更する申出をして下さい。

２４

■正・副２通作成して下さい。事業主欄は記名のみとし事業主印は省略します。
■（新規・変更・終了）の「変更」に☑して下さい。
■健保事務担当者確認欄は、必ず事業所の担当者が☑するようお願いします。

変更（記入例）



○取得、変更で申し出た産前産後休業の終了日より早く終了した場合に提
出して下さい。

①～⑨ 取得時に記入した情報を記入して下さい。（前ページ参照）

⑩⑪ 出生児の氏名および出産日を記入して下さい。

⑫～⑮ 変更時に記入した情報を記入して下さい。（前ページ参照）

⑯ 産前産後休業の終了日を記入して下さい。

※産後６週間経過したとき医師の許可があれば働くことができます。

２５

■正・副２通作成して下さい。事業主欄は記名のみとし事業主印は省略します。
■（新規・変更・終了）の「終了」に☑して下さい。
■健保事務担当者確認欄は、必ず事業所の担当者が☑するようお願いします。

終了（記入例）
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健康保険 育児休業取得者申出書（育児休業期間中に保険料を免除する場合）

■正・副２通作成して下さい。
■健保事務担当者欄は、必ず事業所の担当者が☑するようお願いします。

① 被保険者番号を記入して下さい。

②③④ 被保険者の氏名フリガナ及び生年月日、性別、年齢を記入して下さい。

⑤ 養育する子の氏名、フリガナを記入して下さい。

⑥ 養育する子のあてはまる区分に〇を付けて下さい。

⑦ 標準報酬月額を記入して下さい。

⑧ 養育する子の生年月日を記入して下さい。

⑨ 養育する子が実子以外の子の場合に記入して下さい。

⑩⑪ 育児休業の開始日および終了日を記入して下さい。

⑫ 育児休業の取得日数を記入して下さい。

⑬ 育児休業中に就業する日がある場合、その日数を記入して下さい。

⑭ パパママ育休プラスに該当する場合は、☑して下さい。

⑯～⑲ 変更および終了する場合に記入します。（新規の場合は記入不要です。）

⑳～㉟ 同月内に育児休業を分割取得する場合に記入して下さい。

●令和４年１０月に次の①、②について制度改正が行われました。
①標準報酬月額に係る保険料免除
ア．開始日が属する月と終了日の翌日が属する月が異なる場合
⇒月末に育児休業等を取得していること
イ．開始日が属する月と終了日の翌日が属する月が同一の場合
⇒１４日以上の育児休業を取得していること

２７



●前ページで提出した「育児休業取得者申出書」（新規）で記入した育児
休業の終了を延長する場合、申出が必要となります。

■正・副２通作成して下さい。
■健保事務担当者欄は、必ず事業所の担当者が☑するようお願いします。

①～⑭ 新規で申出た当初の情報を記入して下さい。

⑯ 延長する終了年月日を記入して下さい。

⑰ ⑩の育児休業開始日と⑯の育児休業終了（予定）年月日の翌日が同月の場合に記入
して下さい。

２８



■正・副２通作成して下さい。
■健保事務担当者欄は、必ず事業所の担当者が☑するようお願いします。

①～⑭ 新規で申出た当初の情報を記入して下さい。

⑯⑰ 延長時に記入した年月日を記入して下さい。

⑱ 育児休業を終了する年月日を記入して下さい。

⑲ ⑩の育児休業開始日と⑱の育休業終了日の翌日が同月の場合に記入して下さい。

２９

●新規・延長で申出た育児休業の終了日より早く終了した場合に提出し
て下さい。



３０



健康保険 被保険者報酬月額算定基礎届（定時決定、毎年１回標報月額を決め直します）

３１

■正・副２通作成して下さい。
■健保事務担当者確認欄は、必ず事業所の担当者が☑するようお願いします。
■総括表は不要です。

① 被保険者番号を記入して下さい。被保険者が特定適用事業所の短時間労働者の場合、
☑を付けて下さい。

②③④ 被保険者の氏名、フリガナ、生年月日、性別、年齢を記入して下さい。

⑤ 被保険者の報酬の支払基礎日数（正職員の場合は暦日数、パート等の場合は出勤日
数を記入します。
なお、支払基礎日数が上記の日数を満たさない月がある場合（パート、短時間労働者
以外は１７日以上必要）、その月を除く月で算定します。

⑥⑦ ３ヶ月の総支給額と平均額を記入して下さい。

⑧ 遅配給与の支払いや昇給等が遡ったことにより、対象月中に差額分が含まれている場
合には差額分を除いた平均額を記入して下さい。

⑨ 改定年月は、令和５年９月と記入して下さい。ここで決定される標準報酬月額は来年の
８月末日まで適用されます。ただし、随時改定があれば、随時改定で決定された標準報
酬月額が優先されます。

⑩⑪ 従前の標準報酬月額および改定後の標準報酬月額を記入して下さい。

⑫ ４～５月の給与の一部（または全部）が通貨以外のもので現物による支給があった場合
に記入して下さい。

⑬ 当てはまる項目に☑を付けて下さい。その他は、欠勤控除等があった場合、記入して下
さい。

⑭ 健保記入欄です。

◇パートタイマー等については、支払基礎日数の特例が設けられています。

◎3ヶ月とも17日未満の場合に、15日以上の月により算定する特例です。



３２

副

10改予定

パート等のため支払
基礎日数1５日以上

短時間労働者のため支
払基礎日数11日以上

欠勤あるも支払基礎日
数は17日以上有り



健康保険 被保険者報酬月額変更届（報酬に大幅な変動があった場合）

■この届出は、固定賃金の変動により、報酬に大幅な変動があった場合に提出します。
■正・副２通作成して下さい。
■健保事務担当者確認欄は、必ず事業所の担当者が☑するようお願いします。

① 被保険者番号を記入して下さい。特定適用事業所の短時間労働者である場合、
☑を付けて下さい。

②③④ 被保険者の性別・生年月日・年齢を記入して下さい。

⑤ 給与の支給状況を記入して下さい。支給月は変動後の賃金を支払った月から3ヶ月を
記入して下さい。基礎日数は、月給・週給者は暦日数、日給・時給者は出勤日数等、
給与支払いの基礎となった日数を記入して下さい。

⑤-㋐ 通貨によるものの額です。給料・手当等、名称を問わず労働の対価として金
銭（通貨）で支払われたもの全ての合計を記入して下さい。

⑤-㋑ 現物によるものの額です。報酬のうち、食事・住宅・被服・通勤定期等、金
銭（通貨）以外のものを記入して下さい。現物によるものの額は、厚生労働
大臣によって定められた額（食事・住宅については県ごとの価額、その他被
服等については時価により算定した額）を記入して下さい。

⑤-㋒ 「㋐金銭」「㋑現物」の合計額を記入して下さい。

⑥⑦ 総計を記入して下さい。平均は総計を１７日以上の月で除した平均額を記入して下さい。

⑧⑨ 修正平均額は、昇給が遡ったため差額分が含まれている場合等、差額分を除いた平
均額を記入して下さい。改定年月は、変動した賃金を支払った月から４ヶ月目です。

⑩⑪ 従前（改定前）の標準報酬月額および改定後の標準報酬月額を記入して下さい。

⑫ 月給以外の者の給与の締日と支払い日を記入して下さい。

⑬ 固定的賃金の変動理由を記入して下さい。
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□固定的賃金
基本給・週給・日給・管理職手当・役付手当・家族（扶養）手当・住宅手当・通勤手
当・資格手当（監査士・社労士等）・危険（高圧ガス・毒劇物等）手当・技術手当・自
動車（農機具）整備士手当・営農手当・渉外LA手当・葬祭手当など、稼働実績に直接
関係なく月単位で一定額（率）が継続して支給される賃金（手当）のこと

□非固定的賃金
時間外（残業等）手当・宿直手当・精勤手当・共済推進手当・貯金手当・購買推進手当
など、支給額が一定でなくその人の稼働実績等により支給される賃金（手当）のこと

報
酬

固定的賃金

非固定的賃金

3ヶ月の報酬の平均額
2等級以上の差

月額変更（随時改定） ○ ○ × ○ ○ ×

変動の原因

変動の結果

変動の原因である「固定的賃金」と変動結果で
ある「3ヶ月の報酬の平均額」の矢印が同じとき、
月額変更（随時改定）が必要となります。
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健康保険 産前産後休業終了時報酬月額変更届（産前産後休業終了時に報酬の変動があった場合）
■この届出は、産前産後休業終了時に子を養育する被保険者の報酬に変動があった場合に
提出します。

■正・副２通作成して下さい。
■健保事務担当者確認欄は、必ず事業所の担当者が☑するようお願いします。

①②③④ 被保険者番号を記入して下さい。特定適用事業所の短時間労働者である場合、
☑を付けて下さい。被保険者の性別・生年月日・年齢を記入して下さい。

⑤⑥⑦⑧ 産前産後休業を終了した日及び出生児の氏名、生年月日、性別を記入して下さい。

⑨ 支給月は産前産後休業終了日の翌日の属する月から３ヶ月を記入して下さい。
給与計算の基礎日数は、月給者は暦日数、日給者は出勤日数等、給与支払の対象となっ
た日数を記入して下さい。また、総計欄は基礎日数が１７日以上（短時間労働者は１１日以
上の月）を総計した額を記入して下さい。平均額は、総計欄で算出した額を１７日（１１日）以
上の月で除した額を記入して下さい。なお、修正平均額は、昇給が遡ったため差額分が含
まれている場合等、差額分を除いた平均額を記入して下さい。改定年月は、産前産後休業
終了日の翌日の属する月から月から４ヶ月目です。

⑨-㋐ 通貨によるものの額です。給料・手当等、名称を問わず労働の対価として金
銭（通貨）で支払われたもの全ての合計を記入して下さい。

⑨-㋑ 現物によるものの額です。報酬のうち、食事・住宅・被服・通勤定期等、金
銭（通貨）以外のものを記入して下さい。現物によるものの額は、厚生労働
大臣によって定められた額（食事・住宅については県ごとの価額、その他被
服等については時価により算定した額）を記入して下さい。

⑨-㋒ 「㋐金銭」「㋑現物」の合計額を記入して下さい。

⑩⑪ 従前（改定前）の標準報酬月額および改定後の標準報酬月額を記入して下さい。

⑫ 月給以外の者の給与の締日と支払い日を記入して下さい。

⑬⑭ 昇給降給があった場合、１また２に○を付け下さい。無しの場合、３に○を付けて下さい。
なお、遡及支払があった場合についても記入して下さい。

⑮ 産前産休業を終了した翌日に引き続き育児休業等を開始していないか確認して下さ
い。開始している場合、月額変更には該当しません。
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申出内容を確認のうえ必ず被保険者が
☑を付けて下さい。（捺印は不要）
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健康保険 育児休業終了時報酬月額変更届（育児休業終了時に報酬の変動があった場合）

■この届出は、育児休業等終了時に3歳未満の子を養育する被保険者の報酬に変動があった
場合に提出します。

■正・副２通作成して下さい。
■健保事務担当者確認欄は、必ず事業所の担当者が☑するようお願いします。

①②③④ 被保険者番号を記入して下さい。特定適用事業所の短時間労働者である場合、
☑を付けて下さい。被保険者の性別・生年月日・年齢を記入して下さい。

⑤⑥⑦⑧ 育児休業を終了した日及び出生児の氏名、生年月日、性別を記入して下さい。

⑨ 支給月は育児休業終了日の翌日の属する月から３ヶ月を記入して下さい。
給与計算の基礎日数は、月給者は暦日数、日給者は出勤日数等、給与支払の対象となっ
た日数を記入して下さい。また、総計欄は基礎日数が１７日以上（短時間労働者は１１日以
上の月）を総計した額を記入して下さい。平均額は、総計欄で算出した額を１７日（１１日）以
上の月で除した額を記入して下さい。なお、修正平均額は、昇給が遡ったため差額分が含
まれている場合等、差額分を除いた平均額を記入して下さい。改定年月は、産前産後休業
終了日の翌日の属する月から月から４ヶ月目です。

⑨-㋐ 通貨によるものの額です。給料・手当等、名称を問わず労働の対価として金
銭（通貨）で支払われたおもの全ての合計を記入して下さい。

⑨-㋑ 現物によるものの額です。報酬のうち、食事・住宅・被服・通勤定期等、金
銭（通貨）以外のものを記入して下さい。現物によるものの額は、厚生労働
大臣によって定められた額（食事・住宅については県ごとの価額、その他被
服等については時価により算定した額）を記入して下さい。

⑨-㋒ 「㋐金銭」「㋑現物」の合計額を記入して下さい。

⑩⑪ 従前（改定前）の標準報酬月額および改定後の標準報酬月額を記入して下さい。

⑫ 月給以外の者の給与の締日と支払い日を記入して下さい。

⑬⑭ 昇給降給があった場合、１また２に○を付け下さい。無しの場合、３に○を付けて下さい。
なお、遡及支払があった場合についても記入して下さい。

⑮ 育児休業等を終了した翌日に引き続き産前産後休業中を開始していないか確認して
下さい。開始している場合、月額変更には該当しません。
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申出内容を確認のうえ必ず被保険者が
☑を付けて下さい。（捺印は不要）
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健康保険 被保険者賞与支払届（事業所が年3回以下の手当を支給したとき）

３９

■この届出は正・副２通作成して下さい。
■健保事務担当者確認欄は、必ず事業所の担当者が☑するようお願いします。

■「総括表」は不要です。

① 被保険者番号を記入して下さい。被保険者が特定適用事業所の短時間労働者の場合、
☑を付けて下さい。

②③④ 被保険者の氏名、フリガナ、生年月日、性別、年齢を記入して下さい。

⑤－㋐ 支給された賞与が金銭によるものである場合に記入して下さい。

⑤－㋑ 支給された賞与の一部または全部が現物である場合に記入して下さい。

⑤－㋓ 支給額から1,000円未満を切り捨てた額を記入して下さい。

⑥ 支給した賞与（手当）の名称を記入して下さい。

対象となる手当 対象とならない手当

「賞与」（役員賞与も含む） 「期末手当」
「夏季賞与」 「年末手当」 「勤勉手当」
「年度末手当」 「決算手当」
「臨時ボーナス」など

「結婚祝金」 「見舞金」 「大入り袋」
「出張旅費」 「退職一時金」など
※ごく限定的なものです。

夏季賞与

勤勉手当

事業推進手当
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健康保険 届出書（申請書）・回収済保険証等 送付書（受付書）

事業所の控えとして保管して下さい。

４２

担当者の記名をお願いします。

特記すべきことがあれば通信欄ま
たは備考欄をご使用下さい。

届出書・申請書・保険証の送付部数（同
じ内容を記入します）を記入して下さい。

■この送付書は、届出書（申請書）および回収済保険証等を送付する際にご
使用下さい。
「事業所控」と「健保組合控」に送付部数および送付年月日を記載のうえ、
「健保組合控」に届出書等を添付のうえ 健保組合まで送付して下さい。

■健保組合で受付した届出書等の部数が合致していない場合には、「事業所
控」と照合させていただきます。

「事業所控」と「健保組合控」は、
同様の年月日を記入して下さい。

健保に届出書等を添えて送付
して下さい。
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